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中標津町ホームページ広告掲載要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は中標津町ホームページ（以下「ホームページ」という。）の広告掲載に

関して、必要な事項を定める。 

（広告掲載の基本原則） 

第２条 ホームページに掲載する広告は、当該広告を掲載しようとする者（以下「広告主」

という。）の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全

な発展並びに町民生活の向上に資するものとするため、次の事項を基本原則とする。 

(１) 公正で真実なものであること。 

(２) 広告の受け手に、いかなる不利益を与えることのないものであること。 

(３) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。 

(４) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。 

(５) 関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。 

（広告主の範囲と優先順位） 

第３条 広告主の決定は、町のホームページという性格上公共性の高いものを優先させるこ

ととし、その優先順位は次のとおりとする。 

  

優先順位 広告主 

１ 
公共交通機関、電力会社、電話会社、新聞社、銀行、信用金庫、信用組合、

労働金庫、農協、その他これらに類するもの 

２ 中標津町内の商店、専門店、旅館、ホテル、その他これらに類するもの 

３ 中標津町内の消費者にとって有益と思われるもの 

（掲載しない広告） 

第４条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が第２条に規定する基本原則に反する

もののほか、次に掲げるものとする。 

(１) スポンサーの代表等の写真 

(２) 意見広告に関するもの 

(３) 選挙に関係するもの 

(４) 政党、政治団体、宗教に関するもの 

(５) 個人、法人の名刺広告 

(６) 医療法、医事法、薬事法などの法律、医薬品適正広告基準などの法令に抵触するも



の 

(７) 貸金など、いわゆる「町の金融」に関するもの 

(８) 商品穀物取引またはこれに類するもの 

(９) 風俗営業等の規制及び適正化などに関する法律に定める営業広告 

(10) 宅地建物取引業法による免許を受けていない業者のもの 

(11) 原則として、中標津町に本・支店・営業所が存在しない業者のもの 

(12) 民事再生法及び会社更生法による再生更生手続中の業者のもの 

(13) 町税を滞納している業者のもの 

(14) その他町長が掲載を不適当と認めたもの 

（広告掲載の位置） 

第５条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで町が指定した位置とする。 

（掲載料、規格及び制限、負担） 

第６条 掲載する広告は、バナー広告とし、掲載料及び規格は次のとおりとする。 

(１) 載料 １枠１ヶ月につき7,000円 

(２) 規格 １枠につき縦40ピクセル×横160ピクセル、10Ｋバイト以内、ＧＩＦ形式 

(３) 制限 Ｊａｖａ及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔを使用したもの、高速震動、高速点滅イ

メージ、アラートマークのようなエラー表示イメージのものは掲載させないものとし、

アニメーションの繰り返しの最長は５秒間でその後停止すること。 

２ 広告は、前項の規格に基づき広告主が作成する。 

（広告の掲載期間） 

第７条 広告を掲載する期間は、１か月単位で最長６か月とし、更新を妨げない。 

２ 広告掲載期間内に町の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その閉鎖時

間に応じ次のとおり掲載期間を延長することができる。 

  

閉鎖した時間 延長する日数 

３時間以上24時間以内 １日 

24時間以上 閉鎖日数＋１日 

（広告の募集） 

第８条 町長は、ホームページなどの広告媒体を活用して広告掲載希望者を公募するものと

する。 

２ 町長は、前項に規定する公募の結果、広告掲載希望者が公募枠に満たないときは、第３

条に規定するものに対して広告掲載の募集案内をすることができる。 

（広告の申請） 

第９条 広告掲載希望者は、中標津町ホームページ広告掲載申請書（様式第１号）に掲載し

ようとする広告の原稿（フロッピーディスクによるデータに限る。）を添えて、町長に申

請するものとする。 

（広告掲載の決定） 

第10条 町長は、前条に規定する広告掲載の申請（以下「掲載申請」という。）があったと

きは、あらかじめ中標津町ホームページ広告審査委員会（以下「委員会」という。）に意



見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。 

２ 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、優先順位を同じくする複数の申請

があったときは、抽選により決定するものとする。 

３ 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申請者に中標津町ホームページ

広告掲載申請審査結果通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（委員会） 

第11条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため委員会を置く。 

２ 委員会は、総務部長、経済部長、総務課長、財政課長、経済振興課長で構成し、その他

必要に応じて、担当課長に委員会の出席を求めることができる。 

３ 委員長は、総務部長とし、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 委員会の会議は、委員長が招集する。 

５ 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者

が委員長を代理する。 

６ 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（広告掲載料の納付） 

第12条 広告主は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに広告掲載料を一括前納するも

のとする。ただし、町長が特別理由があると認めたときはこの限りでない。 

（広告の掲載取消し） 

第13条 町長は、行政運営上支障があるとき又は広告主が広告掲載料を納付しなかったとき

は、広告の掲載を取り消すものとする。 

（広告内容の変更） 

第14条 広告主は、広告掲載期間中、バナー広告からリンクされたホームページの広告内容

を変更する際には、第２条に規定する基本原則を遵守するものとする。 

（広告掲載料の返還） 

第15条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載

できなかったときは、広告掲載料を返還するものとする。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年８月１日要綱第21号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年８月19日要綱第24号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年２月６日要綱第７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年５月29日要綱第20号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月30日要綱第12号） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 



様式第１号（第９条関係） 

様式第２号（第10条関係） 


